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▔国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
へ
の 

独
自
給
付
を
ご
存
知
で
す
か

▼
死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
、
何
の
年
金
も
受
け

ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
な
ど
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
金
額
は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
に
応

じ
て
、
12
万
円
〜
32
万
円
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
が
３

年
以
上
あ
る
場
合
は
、
８
５
０
０
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者

②�

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
で
、

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方

③�
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
ま
た
は
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
方

※�

①
②
の
場
合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
（
納
付
猶
予

期
間
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
）

を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２
以
上
の

方
を
対
象
と
し
ま
す
。
ま
た
は
、
死
亡

月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
の
１
年
間
に

保
険
料
の
未
納
が
な
い
場
合
で
も
受
給

で
き
ま
す
。

　
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
、
子
の
あ
る
配

偶
者
が
受
け
る
場
合
、
基
本
額
（
78
万
9

０
０
円
）
に
子
の
加
算
額
（
１
人
目
と
２

人
目
は
そ
れ
ぞ
れ
22
万
４
7
０
０
円
、
３

人
目
以
降
は
１
人
に
つ
き
７
万
4
９
０
０

円
）
を
加
え
た
額
で
す
。

　
な
お
、
子
と
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
子
、
ま
た
は
20
歳
未
満
で
障
が
い

等
級
が
１
級
も
し
く
は
２
級
の
状
態
に
あ

る
子
を
い
い
ま
す
。

▼
寡
婦
年
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
あ
る
夫
が
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
に
、
10
年
以
上
婚
姻
関
係
が
継
続

し
て
お
り
、
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
期
間
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間

で
、
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期
間
に
基
づ

い
て
計
算
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４

分
の
３
で
す
。

　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
老
齢
基
礎
年

金
ま
た
は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い

た
ま
た
は
、
妻
自
身
が
老
齢
基
礎
年
金
の

繰
上
げ
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
、
寡
婦

年
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
市
民
課
☎（
275
）６
２
４
１
ま
た

は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
0

▔国
民
健
康
保
険

保
険
料
の
納
付
に
は
口
座
振
替
を

　
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
、
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
に
、
指
定
し
た
口
座
か
ら

自
動
的
に
月
々
の
保
険
料
が
引
き
落
と
さ

れ
る
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

　
口
座
振
替
の
利
用
が
ま
だ
の
方
は
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
健
幸
づ
く
り

課
で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
か
、
通

帳
・
通
帳
届
出
印
・
保
険
証
を
持
っ
て
、

指
定
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
の
各
窓
口
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
取
扱
可
能
金

融
機
関
は
指
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

▔後
期
高
齢
者
医
療

７
月
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や

納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が
始
ま
り
ま

す
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
普
通
徴

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ
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お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

収
分
に
つ
い
て
は
暫
定
保
険
料
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
４
月
か
ら
６
月
の
間
は
口
座

振
替
や
納
付
書
に
よ
る
納
付
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
過
年
度
分
に
対
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

（
過
年
度
分
に
つ
い
て
は
口
座
振
替
で
き

ま
せ
ん
。
）

　
７
月
中
旬
に
今
年
度
の
保
険
料
決
定
通

知
等
を
送
付
し
ま
す
が
、
普
通
徴
収
だ
け

の
方
は
、
年
間
保
険
料
を
７
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
９
回
で
納
付
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
９
２

▔税
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
本
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
、

令
和
3
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
初
旬
に
送
付
し

ま
す
。
な
お
、
免
税
点
未
満
（
課
税
標
準

額
で
土
地
30
万
円
、
家
屋
20
万
円
、
償
却

資
産
１
５
０
万
円
未
満
）
の
場
合
に
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
の
固
定
資
産
課
税

明
細
書
に
は
、
土
地
一
筆
、
家
屋
一
棟
単

位
で
そ
れ
ぞ
れ
所
在
地
番
、
面
積
、
税
額

等
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
に
誤

り
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
等

が
あ
れ
ば
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９

固
定
資
産
税
等
の
減
免

　

自
ら
住
ん
で
い
る
自
己
居
住
用
資
産

（
土
地
・
家
屋
）を
所
有
し
て
い
る
方
の
う

ち
、次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は
申

請
に
よ
り
当
該
資
産
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

①�

１
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
が
寡
婦
、

ひ
と
り
親
、
特
別
障
が
い
者
、
ま
た
は

65
歳
以
上
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

②�

所
有
者
及
び
所
有
者
と
生
計
を
一
に
す

る
す
べ
て
の
方
の
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③�

所
有
者
が
自
己
居
住
用
資
産
以
外
の
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④�

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
合
計
年

税
額
が
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤�

自
己
居
住
用
家
屋
の
延
床
面
積
が
70
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と

※
申
請
は
第
1
期
納
期
限
ま
で
に
行
っ
て

　
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行

は
法
令
違
反
で
す
！

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
自
動
車
損
害
賠

償
保
障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車

を
含
む
全
て
の
自
動
車
１
台
ご
と
に
加
入

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
万
一
の
自

動
車
事
故
の
際
に
、
加
害
者
の
賠
償
責
任

を
担
保
す
る
こ
と
で
被
害
者
の
基
本
的
な

賠
償
を
保
障
す
る
制
度
で
被
害
者
の
救
済

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
四
輪
車
は
も
ち
ろ
ん
、
車
検
制
度
の
な

い
２
５
０
c
c
以
下
の
バ
イ
ク
（
原
動
機

付
自
転
車
・
軽
二
輪
自
動
車
）
は
有
効
期

限
切
れ
、
か
け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
自
賠
責
保
険
等
の
加
入
手
続

　
き
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
賠
責
保
険
等
の

　
各
取
扱
代
理
店
で
加
入
手
続
き
を
行
っ

　
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
０
９
７

納税通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください

固定資産税・都市計画税・軽自動車税・自動車税の

問合先
府自動車税コールセンター

問合先　税務課☎（275）6094 ☎0570‐020156

自動車税固定資産税………１期分
都市計画税………１期分
軽自動車税………全期分

納期限は、

5 31月 日
月

（種別割） （種別割）
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▔各
種

特
定
健
診
特
別
金
利
定
期
貯
金
の 

ご
案
内

　
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
と
の
協
働
事
業
で
、
期

間
中
に
特
定
健
診
等
を
受
診
し
、
ス
ー
パ

ー
定
期
貯
金
（
10
万
円
〜
１
０
０
万
円
）

を
新
規
で
預
け
る
と
年
０
・
05
％
の
金
利

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

期
間　
令
和
4
年
3
月
31
日
ま
で

対
象　
高
石
市
・
和
泉
市
・
泉
大
津
市
・

岸
和
田
市
・
忠
岡
町
い
ず
れ
か
の
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
40
歳
以
上
の
方

　
詳
し
く
は
、
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
店
頭
の
商

品
概
要
説
明
書
ま
た
は
Ｊ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
［http://w

w
w
.ja-izum

ino.or.j
p/

］
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く
の

各
支
店
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

５
月
19
日
に
市
内
の 

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

放
送
が
流
れ
ま
す

　
地
震
や
津
波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
訓
練

で
、
高
石
市
以
外
の
全
国
の
地
域
で
も
同

様
の
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

放
送
時
間　
午
前
11
時
頃

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
5

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
で
20
歳
以

上
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
と
一
定
期
間

病
院
に
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
２
万
７
３
５
０
円（
２
月・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
児
で
20
歳
未

満
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
１
万
４
８
８
０
円（
２
月・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

　
す
。
ま
た
、
申
請
に
は
各
手
当
認
定
用

　
の
診
断
書
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
９
４

令和 3年 5月 22日から伽羅橋駅自転車駐車場は閉鎖します。また、高師浜駅自転車駐
車場は、臨海スポーツセンター前に以下のとおり移設いたします。ご理解、ご協力の程よ
ろしくお願いします。

南海高師浜線高架化の工事に伴う
駅の自転車駐車場の閉鎖・移設のお知らせ

旧図書館旧図書館

消防署消防署

臨海スポーツ
センター
臨海スポーツ
センター

高師浜駅高師浜駅
高石神社高石神社

バス停バス停
新自転車駐車場新自転車駐車場

海岸通り海岸通り

高師浜中通り高師浜中通り

府道堺阪南線

移設

問合先　土木管理課☎（275）6478

N

旧自転車駐車場旧自転車駐車場
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支
援
教
育
の
取
組
み

　
市
内
の
公
立
幼
小
中
学
校
園
で
は
、
支

援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
自
ら
の
可
能

性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
主
体
的
に
社
会

参
加
・
自
立
す
る
人
間
の
育
成
を
ね
ら
い

と
し
た
支
援
教
育
の
充
実
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
各
学
校
園
の
協
力
体
制
の
も
と
、

支
援
学
級
に
在
籍
す
る
障
が
い
の
あ
る
子

ど
も
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
学
級
に
在
籍

す
る
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
つ
い

て
も
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
の

状
況
等
を
的
確
に
把
握
、
課
題
を
明
確
に

し
、
個
々
の
障
が
い
の
状
況
に
応
じ
た
適

切
な
指
導
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
通
級
指
導
教
室
を
設
置
し
、
言

語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課
題
の
あ

る
児
童
・
生
徒
へ
の
支
援
も
進
め
る
と
と

も
に
、
各
学
校
園
の
支
援
教
育
に
か
か
る

指
導
の
充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
家
等
に

よ
る
巡
回
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も

の
豊
か
な
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
、
と
も

に
学
び
、
支
え
合
い
、
生
き
る
力
を
育
む

教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
35
歳
以
上
の

方
へ

　

年
に
1
回
の
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し

ょ
う
！

▼
個
別
健
診

期
間　
6
月
1
日
〜
3
月
31
日
（
後
期
高

齢
者
健
診
受
診
券
は
届
い
た
日
か
ら
）

場
所　
府
内
指
定
医
療
機
関

▼
集
団
健
診

時
間　
午
前
9
時
〜
11
時
30
分

内
容　
特
定
健
診
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

申
込　
い
ず
れ
も
当
日
直
接
会
場
へ
（
40

歳
以
上
の
方
は
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
事

前
予
約
）

▼
T
A
K
A
I
S
H
I
健
診
J
A
M（
特

定
健
診
と
健
幸
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
を
同
時

開
催
）

時
間　
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
１
時

申
込　
当
日
直
接
会
場
へ

■
集
団
・
個
別
共
通
内
容

検
査
項
目　
問
診
、
診
察
、
身
体
計
測
、

血
圧
、
尿
検
査
、
血
液
検
査

費
用　
特
定
健
診
は
無
料
（
が
ん
検
診
・

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
は
各
5
０
０
円
。
た

だ
し
、
40
歳
の
方
に
限
り
、
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
は
無
料
）

持
ち
物　
国
民
健
康
保
険
特
定
健
診
受
診

券
（
ま
た
は
後
期
高
齢
者
健
診
受
診
券
）・

保
険
証
・
前
年
度
の
健
診
結
果
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

健診日 会場
  5 月 30日（日）
  6 月   7 日（月）

総合保健センター
総合保健センター

総合保健センター

総合保健センター
総合保健センター

  7 月 14日（水）

11月 12日（金）
12月　2日（木）
  2 月   4 日（金）

  9 月   2 日（木）
  9 月 30日（木）
10月 17日（日）

アプラたかいし
アプラたかいし

アプラたかいし

アプラたかいし

  2 月 25 日（金）
市役所（別館）

  5 月 25日（火）

  11 月 23日（祝）

  3 月 20日（日）

アプラたかいし

とろしプラザ

会場健診日

アプラたかいし

無料クーポン券を使って、
風しん抗体検査を受診してください！
　過去に風しん予防接種を公費で接種していない年代の方は、令和元年度から令和３年度の３年

間、風しん抗体検査および予防接種を無料で受けることができます。対象の方には無料のクーポ

ン券をすでに送付していますが、お手元にない場合は再発行が可能です。

対象　昭和 37年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生まれでクーポン券をまだ利用していない男性

問合先　地域包括ケア推進課☎（267）1160



	 2021.5　きらり	-TAKAISHI-	 12

高
石
市
土
地
開
発
公
社
の
解
散

　
昭
和
48
年
5
月
28
日
に
高
石
市
の
全
額

出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
高
石
市
土
地
開

発
公
社
は
、
設
立
後
、
早
期
に
土
地
を
取

得
す
る
こ
と
で
高
石
駅
前
再
開
発
の
推
進

を
行
う
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近

年
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
か
ら
、
公
共

用
地
先
行
取
得
の
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
薄

れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
公
社
の
設
立
目
的

は
終
え
た
も
の
と
考
え
、
令
和
3
年
3
月

31
日
付
け
で
大
阪
府
知
事
の
認
可
を
受
け
、

解
散
し
ま
し
た
。

問
合
先　
財
政
課
☎
（
275
）
６
０
８
４

高
石
駅
周
辺
整
備
基
本
構
想
に
か
か

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集

　
基
本
構
想
の
策
定
に
あ
た
り
、
皆
さ
ん

か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

閲
覧
期
間　
5
月
14
日
ま
で

閲
覧
場
所　
市
役
所
お
よ
び
市
内
各
公
共

施
設
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
可
）

意
見
提
出
・
問
合
先　
5
月
14
日（
必
着
）

ま
で
に
住
所
・
氏
名
・
ご
意
見
を
記
入
し
、

事
業
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
［
〒
５
９
２
‐
８
５
８
５
（
住

所
記
載
不
要
）、
☎
（
275
）
６
4
１
０
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
：（
275
）
６
１
１
６
、
Ｅ
メ
ー
ル
：

shigaichi@
city.takaishi.lg.jp

］

視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
を
支
え

る
周
囲
の
方
へ 

声
の
広
報
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
毎
月
、
視
覚
障
が
い
が
あ
る
方
を
対
象

に
「
声
の
広
報
た
か
い
し
（
Ｃ
Ｄ
版
の
広

報
）」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
各
種
生
活

情
報
を
お
求
め
の
方
へ
お
勧
め
で
す
。
視

覚
障
が
い
が
あ
り
、
声
の
広
報
の
ご
利
用

さ
れ
て
い
な
い
方
が
周
囲
に
お
ら
れ
ま
し

た
ら
、
ぜ
ひ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
お
求
め
の
場
合
は
、
市
視
覚
障
害
者
福

祉
会
事
務
局
☎
（
262
）
０
５
８
０
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r

店舗での買い物は
クーリング・オフできません

※国民生活センター「見守り新鮮情報　第387号」から抜粋・イラスト黒崎玄

休館日 土・日曜日、祝日

店舗での購入は、クーリング・オフできません。クーリング・オ

フは、訪問販売や電話勧誘等、事業者側からの不意打ち的な勧誘

により契約した場合等に、一定の期間内であれば無条件で申し込みの

撤回や契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフ可能な取

引の対象は法律等で決められています。

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへポイ

ント

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

　　　　1週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、家で使って
みると聞こえづらいと言う。調整してもらったが改善しないの
で、クーリング・オフしたい。できるだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80歳代　男性）

事例１

　　　　1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が、2千円
も安い値段で広告に載っていた。返品して再度購入したいと店舗
に伝えたところ、できないと言われた。クーリング・オフできな
いのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　  （60歳代　女性）

事例 2
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各
種
補
助
制
度　
　
　
　
　
　
　
　

大
切
な
お
家
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る

と
き
に

■
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
補
助
制
度

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
に
か
か
る
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　
道
路
に
面
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
、

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ
が
60
㎝
を
超
え
る

も
の

補
助
金
額　
撤
去
す
る
費
用
の
半
額
（
上

限
額
15
万
円
）

※
「
児
童
が
主
に
通
学
に
供
す
る
道
路
に

　
面
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
場
合
は
、
撤

　
去
す
る
費
用
の
全
額（
上
限
額
15
万
円
）

■
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
補
助
制
度

　
住
宅
の
耐
震
診
断
・
改
修
に
か
か
る
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築

さ
れ
、
居
住
ま
た
は
使
用
し
て
い
る
木
造

住
宅

補
助
金
額　
耐
震
診
断
は
診
断
費
用
の
90

％
以
内
ま
た
は
、
４
万
５
千
円
の
い
ず
れ

か
低
い
額
。

耐
震
改
修
（
耐
震
診
断
後
）
は
改
修
費
用

と
し
て
70
万
円
又
は
90
万
円
。

※
直
近
の
課
税
所
得
金
額
が
５
０
７
万
円

　
未
満
の
方
が
対
象

■
空
き
家
除
却
補
助
制
度

　
空
き
家
の
除
却
に
か
か
る
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

対
象　
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築

さ
れ
、
１
年
以
上
居
住
実
績
の
な
い
木
造

住
宅

補
助
金
額　
除
却
す
る
費
用
の
半
額
（
上

限
額
40
万
円
）

■
空
き
家
対
策
補
助
制
度

　
空
き
家
バ
ン
ク
の
登
録
物
件
で
売
買
が

成
約
し
た
方
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。
買
主
は
当
該
物
件
に
入
居
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

買
主　
購
入
費
用
の
補
助
と
し
て
最
大

30
万
円
、
改
修
費
用
の
補
助
と
し
て
最
大

30
万
円

売
主　
不
要
物
撤
去
の
補
助
と
し
て
最
大

5
万
円

※
各
種
補
助
制
度
に
は
、
そ
の
他
要
件
が

　
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
お
問
い

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
予
算
額
に

　
達
す
る
と
終
了
に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
建
築
住
宅
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
７
９

事業内容　地域ボランティアによる「すこやか見守りサ
ポーター」が乳幼児のいる世帯を合計 3回訪問し、子育
ての状況把握や育児に対する不安や悩みなどの相談に対
応します。
訪問時期　①令和 3年 4月 1日以降に生まれた乳幼児
を対象に、生後５カ月・8カ月頃にオムツ等の子育てに
必要な物品を購入できるチケット（5,000 円分）を届け
ます。
②令和３年 4月 1日以降に 1歳の誕生日を迎えた幼児
を対象に、友好都市である和歌山県有田川町産の木材で
作成した積み木を 5月下旬から順次お届けします。

“乳幼児すこやか見守り支援事業”“乳幼児すこやか見守り支援事業”
市では、「こんにちは赤ちゃん訪問事業」による個別訪問に加え、
新たにオムツ等の子育てに必要な物品購入の支援等を実施する
「乳幼児すこやか見守り支援事業」を始めます。

和歌山県有田川町産の木材で作成した積み木▲

問合先　地域包括ケア推進課☎（267）1160

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

５
月
３
日
は
、
「
憲
法
記
念
日
」
。

そ
し
て
、
こ
の
日
を
含
む
１
日
か
ら

７
日
ま
で
の
１
週
間
は
、
「
憲
法
週

間
」
で
す
。
こ
の
期
間
は
、
国
民
主

権
、
平
和
主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊

重
を
定
め
た
日
本
国
憲
法
の
意
義
を

再
確
認
す
る
絶
好
の
機
会
で
す
。

　

日
本
国
憲
法
は
11
章
、
１
０
３
条

か
ら
な
り
、
私
た
ち
住
民
の
暮
ら
し

に
密
接
に
か
か
わ
る
地
方
自
治
に
つ

い
て
は
、
第
８
章
（
第
92
条
～
第
95

条
）
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
憲
法
と
地
方
自
治
の
関
わ

り
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

憲
法
第
92
条　

地
方
公
共
団
体
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地

方
自
治
の
本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で

こ
れ
を
定
め
る
。

こ
こ
で
言
う
地
方
自
治
の
本
旨
と
は
、

地
方
公
共
団
体
が
独
立
の
団
体
と
し

て
、
自
己
に
属
す
る
事
務
を
自
己
の

責
任
に
お
い
て
自
己
の
機
関
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
で
、
地
方
住
民
の
意
思

に
基
づ
い
て
施
政
を
行
う
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
法
律
で
は
地
方
自
治
法
と

し
て
定
め
ら
れ
、
日
本
国
憲
法
が
施

行
さ
れ
た
と
同
じ
昭
和
22
年
に
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

地
方
自
治
法
第
１
条
に
は
、
地
方

公
共
団
体
の
区
分
並
び
に
地
方
公
共

団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事

項
の
大
綱
を
定
め
、
併
せ
て
国
と
地

方
公
共
団
体
と
の
間
の
基
本
的
関
係

を
確
立
す
る
と
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
１
条
の
２
で
は
第
１
項

は
地
方
自
治
体
、
第
２
項
は
国
の
役

割
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
第
１
項　

地
方
公
共
団
体
は
住
民

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本

と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自

主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割

を
広
く
担
う
も
の
と
す
る
。

同
第
２
項　

国
際
社
会
に
お
け
る
国

家
と
し
て
の
存
立
に
か
か
わ
る
事
務
、

全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
国
民
の
諸
活
動
・
・
・

　

具
体
的
に
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、

住
民
の
暮
ら
し
に
密
着
し
た
様
々
な

仕
事
を
し
ま
す
。
市
（
区
）
町
村
は
、

公
立
の
小
・
中
学
校
や
図
書
館
の
設

置
、
ご
み
の
収
集
処
理
、
上
下
水
道

の
整
備
、
消
防
、
防
災
、
国
民
健
康

保
険
、
介
護
保
険
の
仕
事
な
ど
を
し

ま
す
。
ま
た
都
道
府
県
は
公
立
高
等

学
校
の
設
置
や
地
域
の
安
全
を
担
う

警
察
や
市
（
区
）
町
村
の
枠
を
こ
え

た
広
域
的
な
仕
事
を
し
ま
す
。

同
第
１
条
の
３　

地
方
公
共
団
体
は
、

普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
地
方

公
共
団
体
と
す
る
。

同
第
２
項　

普
通
地
方
公
共
団
体
は

都
道
府
県
及
び
市
町
村
と
す
る
。

　

こ
の
規
定
に
よ
り
現
在
１
都
１
道

２
府
43
県
、
そ
し
て
７
９
２
市

７
４
３
町
１
８
３
村
が
あ
り
ま
す
。

憲
法
第
93
条
第
１
項　

地
方
公
共
団

体
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
議
事
機
関
と
し
て
議
会

を
設
置
す
る
。

憲
法
第
93
条
第
２
項　

地
方
公
共
団

体
の
長
、
そ
の
議
会
の
議
員
及
び
法

律
の
定
め
る
そ
の
他
の
吏
員
は
、
そ

の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
直
接

こ
れ
を
選
挙
す
る
。

憲
法
第
94
条　

地
方
公
共
団
体
は
、

そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理

し
、
及
び
行
政
を
執
行
す
る
権
能
を

有
し
、
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
問
題
を
住

民
が
自
ら
の
意
思
と
責
任
で
決
め
て

い
く
こ
と
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
こ

の
規
定
を
受
け
た
都
道
府
県
や
市
町

村
は
、
様
々
な
条
例
を
制
定
し
、
予

算
等
を
決
定
し
て
、
住
民
の
た
め
の

仕
事
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

憲法と地方自治の関わり

令和２年度の余った無料普通ごみ処理券（茶色）と日用品の

　新型コロナウイルス感染症の影響により、例年 5月に実施していた交換は令和 3年 7月下

旬に延期します（さらに延期する可能性もあります）。交換時期・場所については、決まり次

第改めてお知らせします。令和 2年度の無料普通ごみ処理券（茶色）は捨てずに、大切に保

管しておくようお願いいたします。　　問合先　生活環境課☎（275）6266


